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感染症対策への協力のお願い　
　本年の確定申告会場は、新型コロナウイルス感
染症の感染防止策を講じたうえで開設します。
　ご来場いただく皆さまには、次の３点について、
ご理解・ご協力をお願いします。
　〇確定申告会場入口での検温の実施
　〇マスクの着用、アルコール消毒液の利用
　〇少人数での来場

入場整理券の配付について
　確定申告会場の混雑緩和のため、会場への入場
には「入場整理券」が必要です。
　なお、入場整理券の配付状況に応じて、後日の
来場をお願いすることもあります。

　また、配付方法については、後日、国税庁ホー
ムページなどでお知らせします。

還付申告の受付について
　新型コロナウイルス感染症対策の一環として、
本年は、還付申告のかたの申告相談を確定申告期
間前（２月15日㈪以前）から受け付けます。
　なお、相談受付は午前８時30分から午後４時ま
で、相談開始は午前９時からです。また、午後４
時前であっても、相談受付を終了する場合があり
ます。

日　程 税理士名 電　話 事務所所在地

２月１日㈪
菅 野 幸 夫 ☎24-3602 本庄市若泉
小 池 裕 太 ☎22-3074 本庄市本庄
柴 﨑 　 厚 ☎22-0606 本庄市栄

２月２日㈫
青 木 貴 子 ☎22-3491 本庄市南
浅 見 秀 子 ☎24-0679 本庄市西富田
田 村 　 　 修 ☎24-5533 本庄市本庄

２月３日㈬
入 　 敏 明 ☎71-7792 本庄市千代田
黒 澤 祥 一 ☎33-1414 上里町七本木
須 永 秀 和 ☎22-4867 本庄市前原

２月４日㈭ 塚 本 富 雄 ☎76-0684 美里町下児玉
角 谷 高 之 ☎22-5370 本庄市駅南

２月５日㈮

小 暮 眞 一 郎 ☎33-2141 上里町勅使河原
多 賀 谷 　 実 ☎21-7871 本庄市見福
野 沢 一 雄 ☎34-2696 上里町七本木
松 本 悦 子 ☎24-1965 本庄市若泉

２月６日㈯
根 岸 精 一 ☎21-2235 本庄市五十子
松 本 和 弘 ☎33-0315 上里町三町
松 本 純 一 ☎33-0315 上里町三町

日　程 税理士名 電　話 事務所所在地

２月８日㈪
木 村 睦 子 ☎23-1120 本庄市けや木
田 中 圭 二 ☎22-3733 本庄市栗崎
三 沢 俊 之 ☎21-2800 本庄市朝日町

２月９日㈫
池 田 敦 司 ☎71-7901 本庄市西富田
田 村 加 代 子 ☎33-8859 上里町金久保
真 々 田 　 豊 ☎71-4529 本庄市東台

２月10日㈬
田 村 幸 一 ☎71-7808 本庄市下野堂
松 木 正 則 ☎34-0307 上里町七本木
目 時 　 悟 ☎33-8859 上里町金久保

２月12日㈮
塚 本 雅 俊 ☎71-4910 上里町七本木
藤 井 桂 一 ☎21-3625 本庄市見福
宮 田 昌 代 ☎33-2764 上里町七本木

２月13日㈯
岩 堀 　 薫 ☎21-1678 本庄市朝日町
小 川 　 輝 ☎21-0888 本庄市牧西
三 澤 力 男 ☎25-7988 本庄市朝日町

２月15日㈪ 山 下 政 信 ☎72-1317 児玉町吉田林
吉 澤 政 志 ☎71-9945 上里町勅使河原

■無料税務相談の日程

令和２年分所得税確定申告

　下記のとおり、各税理士事務所において、原則電話による申告相談を行います。
希望するかたは、事前に各税理士事務所に電話連絡のうえご利用ください。

税理士による無料電話税務相談をご利用ください

■対 象 者　 年収600万円以下の給与所得者で、医療費控除や住宅借入金等特別控
除などの申告をするかた

　年金受給者で確定申告が必要なかた
■相談日時　２月１日㈪～15日㈪（日曜・祝日を除く）　午前９時30分～午後４時

※事前連絡の際に相談日時を確認してください。
■問 合 せ　関東信越税理士会本庄支部　☎22-7091

本庄税務署から確定申告に関するお知らせ

問合せ＝本庄税務署　☎22-2111（代表）
　※自動音声案内の「２」をお選びください。

担当部署へおつなぎします。
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問合せ＝建設水道課　生活環境係　☎ 76-5134

無許可の不用品回収業者について
　ご家庭の廃棄物を収集運搬するには、町の「一般廃棄物収集運
搬業の許可」が必要です。
　チラシやインターネット、拡声器などで「無料で不用品を回収
します」と案内し回収業務を行っている業者は、無許可で営業し
ている可能性があります。
　こうした業者に依頼すると、回収された廃棄物が適正に処理さ
れない場合や高額な処理料金を請求される恐れがあります。
　ご家庭から出る不用品・粗大ごみは、以下の方法を利用するな
ど、適正な処理をお願いします。

◎小山川クリーンセンターへ自己搬入する
◎町の粗大ごみのリクエスト収集運搬を利用する
◎町の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者へ依頼する

不用品・粗大ごみの適正な処理方法

　新型コロナウイルス報道から１年になりま
す。治療法が分かってきて重症化しにくくなっ
たとは言え、高齢のかたは死亡リスクが高い
と言われています。ワクチンや特効薬は依然
としてわれわれの手にありません。
　今年も新型コロナウイルスに上手く対応し
なければならない生活が続きます。引き続き、
気を緩めず、感染防止に努め、うつらない、
うつさない行動をお願いいたします。特に、
会食や対面での会話には注意しましょう。
　ところで、関越自動車道寄居スマート IC が
ようやく３月末に全面開通します。これで、
東京方面への進入、新潟方面から降りること
ができます。
　スマート IC の建設は、県企業局産業団地の
造成による３社の企業誘致につながりました。
今後は、役場から松久駅周辺などの開発可能
エリアや町内全域の農地転用可能な地域に、
町の生き残りをかけた施設や小売り、製造業
などの企業誘致を進め、税収・雇用増、経済
循環を進めたいと考えています。
　美里町は、これまで農業振興でまちづくり

をしてきた為、ほぼ全域が農業振興地域であり、
農地の宅地化を含む転用が厳しく制限されて
います。農地を農地として維持するしかない
土地が沢山あります。
　一方で、農業後継者は減少し、増え続ける
耕作放棄地、荒れ放題の里山、空き家・空き
地を何とかしなければなりません。所有者が
無理なら、町内外のかたに関わってもらう知
恵が必要です。人が集まり、農産物などが売
れる仕掛けも必要です。
　スマート IC を始め、計画していたものが
着実に実現しています。今後は、「道の駅」や

「農業体験」を進める予定です。さらに、役場
から松久駅の間にわれわれが望むお店などの
誘致が可能となります。
　私は、次の世代に地域を引き継ぐため、住
民の皆様のご理解とご協力をいただき、町に
必要な施設を誘致して、税収や雇用、賑わい
を創出し、新たな時代の美里町のまちづくり
を進めていきたいと考えております。
　引き続き、町民の皆様のご理解とご協力を
お願い申し上げます。

寄居スマートIC全面開通間近


